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はじめに 

 

災害時要援護者対策については、これまで国としては「災害時要援護

者の避難支援ガイドライン」（平成 18 年 3 月）を示し、市町村にその取

組を周知してきたところである。 

しかしながら、平成 23 年の東日本大震災においては、被災地全体の死

者数のうち 65 歳以上の高齢者の死者数は約 6 割であり、障害者の死亡率

は被災住民全体の死亡率の約 2 倍に上った。他方で、例えば、消防職   

員・消防団員の死者・行方不明者は 281 名、民生委員の死者・行方不明

者は 56 名にのぼるなど、多数の支援者も犠牲となった。 

こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25 年の災害対策基本法の

改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援

がなされるよう、 

① 避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに、その

作成に際し必要な個人情報を利用できること 

② 避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民

生委員等の避難支援等関係者に情報提供すること 

③ 現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合には、本人の同

意の有無に関わらず、名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供

できること 

④ 名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村にお

いては、名簿情報の漏えいの防止のため必要な措置を講ずること 

などが定められた。 

本取組指針は上記の法改正を受けて、上述のガイドラインを全面的に

改定したものであり、留意すべき事項及び関連する参考となる事項をそ

の内容として、市町村が事務を行う際の一助とすべく作成したものであ

る。 

要介護高齢者や障害者等の避難行動要支援者や避難支援等関係者の犠

牲を抑えるためには、事前の準備を進め、迅速に避難支援等を行うこと

が必要となる。 

市町村においては、地域の特性や実情を踏まえつつ、災害発生時に一

人でも多くの避難行動要支援者の生命と身体を守るという重要な目標を

達成するため、以後、本取組指針を活用し、適切に対応いただきたい。 
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 災害対策基本法 

 

本取組指針に関係する災害対策基本法の規定は以下のとおりである。

（なお、同法の施行期日は公布の日（平成25年6月21日）であるが、避難

行動要支援者名簿に関する同法第49条の10から第49条の13までについて

は、公布の日から1年を超えない範囲において政令で定める日から施行す

ることとしている。） 

 

（避難行動要支援者名簿の作成） 

第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する

ことが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握

に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要

支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の

生命又は身体を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援

等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以下この条及び次

条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。）を作成してお

かなければならない。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる

事項を記載し、又は記録するものとする。 

 一 氏名 

 二 生年月日 

 三 性別 

 四 住所又は居所 

 五 電話番号その他の連絡先 

 六 避難支援等を必要とする事由 

 七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が

必要と認める事項 

３ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必

要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する

情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のため

に内部で利用することができる。 

４ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のた
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め必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対し

て、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。 

 

（名簿情報の利用及び提供） 

第四十九条の十一 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前

条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は

記録された情報（以下「名簿情報」という。）を、その保有に当たつ

て特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することがで

きる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、

地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生

委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福

祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百九条第一項に規定する市町

村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる

関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、名簿

情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定め

がある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿

情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。）の

同意が得られない場合は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に

必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難

支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。

この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を

得ることを要しない。 

 

（名簿情報を提供する場合における配慮） 

第四十九条の十二 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名

簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿

情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要

な措置を講ずるよう求めることその他の当該名簿情報に係る避難行動

要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 
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 （秘密保持義務） 

第四十九条の十三 第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定によ

り名簿情報の提供を受けた者（その者が法人である場合にあつては、

その役員）若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支

援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がな

く、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

 

（災害応急対策及びその実施責任） 

第五十条 （略） 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長そ

の他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規

定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画

の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十

分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。 

 

（市町村長の警報の伝達及び警告） 

第五十六条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは

警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つ

たとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前

条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該

予報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係

のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必

要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の

団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難の

ための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をす

ることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつ

ては、要配慮者が第六十条第一項の規定による避難のための立退きの

勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行うことが

できるよう特に配慮しなければならない。  
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「※」は、平成25年6月の法改正において、災害対策基本法（昭和36年法

律第223号）に規定された内容を含む事項であることを示すものである。 
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第Ⅰ部 

 

改正災対法に基づき取り組む必要が

ある事項 
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【全体計画・地域防災計画／避難行動要支援者名簿に係る主な手順】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈第Ⅱ部に記載〉 

 

 

  

１ 全体計画・地域防災計画の策定 

 避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理し、地域防災計画に重要事項を定める

とともに、細目的な部分も含め、地域防災計画の下位計画として全体計画を定める。（本

文Ｐ11） 

２－２ 避難行動要支援者名簿の作成 

 要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況

等を考慮し、避難行動要支援者の要件を設定

し、名簿を作成する。（本文Ｐ16） 

２－４ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

 平常時から名簿を提供することに同意を得られた避難行動要支援者について、消防機

関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織等の避難支援等関

係者に名簿を提供する。（本文Ｐ20） 

２－１要配慮者の把握 

 関係部局等が把握している要介護高齢者や障害者等の情報を把握する。（本文Ｐ15） 

２－３ 避難行動要支援者名簿

の更新と情報の共有 

 避難支援に必要となる情報

を適宜更新し、共有する。 

（本文Ｐ19） 

４ 個別計画の策定 

地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村又はコーディネーター（民

生委員等）が中心となって、避難行動要支援者と打ち合わせ、具体的な避難方法等につ

いての個別計画を策定する。（本文Ｐ35） 
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【発災時等における避難行動要支援者名簿の活用】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３－３ 避難行動要支援者の安否確認の実施 

 避難支援が及ばなかった避難行動要支援者（２－４において名簿提供に不同意であっ

た者を含む。）も含め、安否確認を行う。（本文Ｐ30） 

３－４ 避難場所以降の避難行動要支援者への対応 

地域防災計画又は全体計画に定めた計画に基づき、避難行動要支援者等の引継ぎや避

難場所から避難所への運送を行う。（本文Ｐ31） 

３－１避難のための情報伝達 

防災無線や広報車、携帯端末の緊急速報メール等により広く周知するとともに、避難

行動要支援者が円滑に避難できるよう情報伝達について配慮する。（本文Ｐ25） 

３－２ 避難行動要支援者の避難支援 

 発災又は発災のおそれが生じた場合は、２－４における同意の有無に関わらず、名簿

を避難支援者に提供する。（本文Ｐ27） 

○２－４において名簿情報の提供に同意した者については、避難支援者が中心となって

事前に定められた個別計画等に基づき、避難行動の支援を実施。 

○２－４において名簿情報の提供に同意した者以外の者であっても、避難行動の支援を

実施。 
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第１ 全体計画・地域防災計画の策定 
 

１ 全体計画・地域防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正災対法第四十九条の十第一項 

 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生 

し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難

な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を

要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努めると

ともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者につ

いて避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身

体を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」とい 

う。）を実施するための基礎とする名簿（以下この条及び次条第一項

において「避難行動要支援者名簿」という。）を作成しておかなけれ

ばならない。 

改正災対法第四十九条の十一第二項 

  市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度 

で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、

民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社

会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百九条第一項に規定する

市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携

わる関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、

名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の

定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該

名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同 

じ。）の同意が得られない場合は、この限りではない。 

改正災対法第四十九条の十二 

 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提供す

るときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受

ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ず

るよう求めることその他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者及

び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 
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○ 従来の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平成 18 年

３月）においては、災害時要援護者の避難支援についての全体的

な考え方等を、全体計画において定めることとしていた。 

 

○ 改正災対法において、避難行動要支援者名簿の作成等が規定さ

れたところであるが、これを制度として運用していくにあたり、

市町村においては、まず、当該地域における災害特性等を踏まえ

つつ、避難行動要支援者の避難支援についての全体的な考え方を

整理し、地域防災計画に重要事項を定めることとした。 

その上で、細目的な部分も含め、地域防災計画の下位計画とし

て、従来の全体計画を位置付け、策定することが適当である。 

全体計画・地域防災計画において定める事項を、次頁に示す。 

  

改正災対法第五十条第二項 

  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長そ

の他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規

定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画

の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十

分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。 
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＜全体計画・地域防災計画において定める事項＞ 

 

 

※ もとより、改正災対法は、避難行動要支援者名簿の作成等に当たって地域
防災計画で定める事項を、上記の事項に限定するものではないことにも留意
されたい。 

  

ＡＡＡ

全体計画において定める事項

・名簿作成に関する関係部署の役割分担

・避難支援等関係者への依頼事項（情報伝達、避難行動支援等の役割分担）

・支援体制の確保（避難行動要支援者1人に対して何人の支援者を配するか、避難行動要支
援者と避難支援等関係者の組合せ）

・具体的な支援方法についての避難行動要支援者との打合せを行うに当たって、調整等を行
う者（以下、「コーディネーター」という。）

・あらかじめ避難支援等関係者に名簿情報を提供することに不同意であった者に対する支援
体制

・発災時又は発災のおそれがある時に避難支援に協力を依頼する企業団体等との協定締結

・避難行動要支援者の避難場所

・避難場所までの避難路の整備

・避難場所での避難行動要支援者の引継ぎ方法と見守り体制

・避難場所からの避難先及び当該避難先への運送方法 他

地域防災計画において定める必須事項

・避難支援等関係者となる者
（改正災対法§49の11② 後述「第１ ２ 全体計画・地域防災計画の策定に当たっての留意事項」

（P14）参照）

・避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲
（改正災対法§49の10① 後述「第２ ２ 避難行動要支援者名簿の作成」（P16）参照）

・名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法
（改正災対法§49の10① 後述「第２ １ 要配慮者の把握」（P15）参照）

・名簿の更新に関する事項
（改正災対法§49の10① 後述「第２ ３ 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有」（P19）参照）

・名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市町村が求める措置及び市町村
が講ずる措置
（改正災対法§49の12 後述「第２ ２ 避難行動要支援者名簿の作成」（P16）及び「第２ ４ 避難支援
等関係者への事前の名簿情報の提供」（P20）参照）

・要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮
（改正災対法§56 後述「第３ １ 避難のための情報伝達」（P25）参照）

・避難支援等関係者の安全確保

（改正災対法§50② 後述「第３ ２ 避難行動要支援者の避難支援」（P27） 参照）
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２ 全体計画・地域防災計画の策定に当たっての留意事項 

 

以下の点に留意して、策定されたい。 

 

○ 地域の防災意識、防災力を高めるとともに、地域の実情に応じ

た計画の策定及びその見直しに当たっては、消防機関、都道府県

警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織、福祉事

業者、地域住民等の日常から避難行動要支援者と関わる者や高齢

者や障害者等の多様な主体の参画を促すこと。 

 

○ 避難行動要支援者の避難支援にはマンパワー等の支援する力が

不可欠であるが、地域によって異なるのが実情であり、実効性の

ある避難支援を計画するために、避難支援等関係者になり得る者

の活動実態を把握して、地域における避難支援等関係者を決定す

ること。その際、必ずしも改正災対法で例示している消防機関、

都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織

に限定して考える必要はなく、地域に根差した幅広い団体の中か

ら、地域の実情により、避難支援者を決めること。 

また、避難支援等関係者となりうる者をより多く確保するのに

当たっては、年齢要件等にとらわれず、地域住民の協力を幅広く

得ること。 
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第２ 避難行動要支援者名簿の作成等 

 

避難行動要支援者名簿の作成等に当たって留意すべき事項は、以下の

とおりである。 

 

１ 要配慮者の把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市町村内部での情報の集約 

市町村においては、避難行動要支援者名簿を作成するに当たり、

避難行動要支援者に該当する者を把握するために、市町村の関係部

局で把握している要介護高齢者や障害者等の情報を集約するよう

努めること（法 49 条の 10 第 1 項）。 

改正災対法第四十九条の十第三項 

市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必

要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する

情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のため

に内部で利用することができる。 

改正災対法第四十九条の十第四項 

市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のた

め必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対し

て、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。 

改正災対法第四十九条の十第一項 

 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生 

し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難

な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を

要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努めると

ともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者につ

いて避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身

体を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」とい 

う。）を実施するための基礎とする名簿（以下この条及び次条第一項

において「避難行動要支援者名簿」という。）を作成しておかなけれ

ばならない。 

※ 法 ：災害対策基本法等の一部を改正する法律（平成25年法律第54号）による改正後の災害対策基本法

（昭和36年法律第223号） 

  通知：「災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用について」 

（平成25年6月21日付 府政防第559号・消防災第246号・社援総発0621第1号） 
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その際、要介護状態区分別や障害種別、支援区分別に把握するこ

と。 

 

（２）都道府県等からの情報の取得 

例えば難病患者に係る情報等、市町村で把握していない情報の取

得が避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認められる

ときは、関係都道府県知事その他の者に対して、情報提供を求める

ことができることとされているが、積極的に必要な情報の取得に努

められたいこと（法 49 条の 10 第 4 項）。 

なお、情報提供の依頼及び提供に際しては、法令に基づく依頼又

は提供であることを、書面をもって明確にすること。 

 

 

２ 避難行動要支援者名簿の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）避難行動要支援者の範囲 

○ 高齢者や障害者等のうち、災害が発生し、又は災害が発生す

るおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、その円

滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者の

範囲について、要件を設定すること。 

 

○ 高齢者や障害者等の要配慮者の避難能力の有無は、主とし

て、①警戒や避難勧告・指示等の災害関係情報の取得能力、  

改正災対法第四十九条の十第一項 

 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生 

し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難

な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を

要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努めると

ともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者につ

いて避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身

体を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」とい 

う。）を実施するための基礎とする名簿（以下この条及び次条第一項

において「避難行動要支援者名簿」という。）を作成しておかなけれ

ばならない。 

16



 

 

②避難そのものの必要性や避難方法等についての判断能力、 

③避難行動を取る上で必要な身体能力に着目して判断するこ

とが想定されること（通知Ⅳ5（2）①ア）。 

また、要件の設定に当たっては、要介護状態区分、障害支  

援区分等の要件に加え、地域において真に重点的・優先的支援

が必要と認める者が支援対象から漏れないようにするため、き

め細かく要件を設けること。 

＜例＞ 

・避難支援等関係者とされた者の判断により、避難行動要支援

者として避難行動要支援者名簿への掲載を市町村に求める

こととする仕組 

・形式要件から漏れた者が自らの命を主体的に守るため、自ら

避難行動要支援者名簿への掲載を求めることができる仕組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するも

のかについては、同居家族の有無なども要件の一つになり得る

ものであること。ただし、同居家族がいる場合であっても、時

間帯等によって一人となるケースや介護者が高齢者のみのケ

ースなど、避難が困難な状況もあることから、同居家族がいる

ことのみをもって避難行動要支援者から除外することは適切

ではないこと。 

また、社会福祉施設入所者や長期入院患者については、支

援対象者の所在が明確であり、地域の避難支援等関係者の人数

【自ら避難することが困難な者についてのＡ市の例】 

生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方 

①要介護認定３～５を受けている者 

②身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害

者（心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く） 

③療育手帳Ａを所持する知的障害者 

④精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

⑤市の生活支援を受けている難病患者 

⑥上記以外で自治会が支援の必要を認めた者 
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が限られていることから、避難行動要支援者名簿の対象は在宅

者（一時的に入所、入院している者を含む）を優先すること。 

 

（２）避難行動要支援者名簿の記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難行動要支援者名簿には、掲載者の氏名、生年月日、性別、住

所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その

他避難支援等の実施に必要な事項を避難行動要支援者名簿に掲載

すること（法 49 条の 10 第 2 項）。【例 1(P23)参照】 

 

（３）避難行動要支援者名簿のバックアップ 

災害規模等によっては市町村の機能が著しく低下することを考

え、クラウドでのデータ管理や都道府県との連携などにより避難

行動要支援者名簿のバックアップ体制を築いておくこと。 

また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加え、

紙媒体でも最新の情報を保管しておくこと。 

 

（４）市町村における情報の適正管理 

市町村において、名簿情報を適正に管理することは、避難行動

要支援者のプライバシーを保護するとともに、避難行動要支援者

名簿を活用した避難支援そのものに対する信頼性を担保し、避難

行動要支援者と避難支援等関係者との協働を円滑なものにする上

で極めて重要であること。 

改正災対法第四十九条の十第二項 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる

事項を記載し、又は記録するものとする。 

 一 氏名 

 二 生年月日 

 三 性別 

 四 住所又は居所 

 五 電話番号その他の連絡先 

 六 避難支援等を必要とする事由 

 七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長

が必要と認める事項 
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そのため、市町村においては避難行動要支援者名簿について適

正な情報管理が行われるよう、情報セキュリティ対策については、

総務省の『地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関

するガイドライン』に基づき、機密性に応じた情報の取得方法等

を具体的に定めた「情報セキュリティポリシー」の遵守を徹底す

ることが求められること（通知Ⅳ5（4）②）。 

 

（５）避難行動要支援者名簿と災害時要援護者名簿の関係 

改正災対法の施行前から「災害時要援護者名簿」等の名称で避

難行動要支援者名簿を作成していた市町村については、当該名簿

の内容が改正災対法に基づき作成される避難行動要支援者名簿の

内容に実質的に相当している場合には、当該名簿を法 49 条の 10

に基づくものとして地域防災計画に位置付ければ、改めて避難行

動要支援者名簿を作成する必要はないこと（通知Ⅳ5（6））。 

 

 

３ 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 

 

（１）避難行動要支援者名簿の更新 

避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、市町村は

避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者名簿を更新す

る期間や仕組みをあらかじめ構築し、名簿情報を最新の状態に保

つこと。 

   ＜仕組みの例＞ 

①  新たに当該市町村に転入してきた要介護高齢者、障害者等や、

新たに要介護認定や障害認定を受けた者のうち、避難行動要支

援者に該当する者を避難行動要支援者名簿に掲載するととも

に、新規に避難行動要支援者名簿に掲載された者に対して、平

常時から避難支援等関係者に対して名簿情報を提供することに

ついて同意の確認を行う。 

②  転居や死亡等により、避難行動要支援者の異動が住民登録の

変更等により確認された場合は、避難行動要支援者名簿から削

除する。なお、避難行動要支援者名簿の記載事項として法 49

条の 10 第 2 項に示している「住所」については、各人の生活の

本拠（民法第 22 条）であり、必ずしも住民基本台帳に記載され
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ている住所に限定されないこと、「居所」については、人が多

少の期間継続して居住しているが、その場所とその人の生活と

の結びつきが住所ほど密接でなく、生活の本拠であるというま

でには至らない場所であることに留意されたい。 

また、避難行動要支援者が社会福祉施設等へ長期間の入所等

をしたことを把握した場合も避難行動要支援者名簿から削除す

る。 

 

（２）避難行動要支援者情報の共有 

避難行動要支援者の避難支援等に必要となる事項に変化が生じ

た時は、その情報を市町村及び避難支援等関係者間で共有するこ

とが適切である。 

また、転居や入院により避難行動要支援者名簿から削除された

場合、該当者の名簿情報の提供を受けている避難支援等関係者に

対して、避難行動要支援者名簿の登録から削除されたことを避難

支援等関係者に周知することが適切である。 

 

４ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 避難行動要支援者名簿は平常時から避難支援等関係者に提供さ

れ、共有されていることで、いざというときの円滑かつ迅速な避

難支援等の実施に結びつくため、市町村は避難行動要支援者の名

簿情報について、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で避

改正災対法第四十九条の十一第二項 

市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度 

で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、

民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社

会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百九条第一項に規定する

市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携

わる関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、

名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の

定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該

名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同  

じ。）の同意が得られない場合は、この限りでない。 
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難支援等関係者に提供することが求められること（法 49 条の 11

第 2 項）。 

 

○ 避難支援等関係者に平常時から名簿情報を外部提供するために

は、避難行動要支援者の同意を得ることが必要であるため、市町

村担当部局が避難行動要支援者本人に郵送や個別訪問など、直接

的に働きかけることが求められること。その際には避難行動要支

援者に名簿情報を提供することの趣旨や内容を説明するととも

に、障害者団体等とも連携するなど対応を工夫しておくことが適

切である。 

避難行動要支援者名簿制度の趣旨等について詳細な説明を求め 

られた場合には、その避難行動要支援者に対して、個別訪問を実 

施して、本人に対してその趣旨や内容を説明し、平常時からの名 

簿情報の提供について意思確認を行うことが適切である。【例 2 

(P24)参照】 

 

  ○ 同意は、口頭によるものと書面によるものとを問わないが、状 

況に照らし本人が実質的に同意していると判断できることが必要 

となる。 

また、重度の認知症や障害等により、個人情報の取扱いに関して 

同意したことによって生ずる結果について判断できる能力を有し 

ていない場合などは、親権者や法定代理人等から同意を得ること 

により、名簿情報の外部提供を行うこととして差し支えない（通 

知Ⅳ5（3）②ウ）。 

 

  ○ 避難支援等関係者に対する避難行動要支援者名簿の平常時から 

の提供は、避難行動要支援者名簿に掲載された本人の同意が必要 

であるが、より積極的に避難支援を実効性のあるものとする等の 

観点から、本人の同意がなくても平常時から名簿情報を外部に提 

供できる旨を市町村が災害対策基本条例等で別に定めている場合 

は、平常時からの提供に際し、本人の同意を要しないこととして 

いるので、当該市町村の実情に応じ、必要な対応を検討されたい。 

なお、「個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上の必要が 

あると認めたとき」など、個人情報保護条例上の規定を根拠とす 

る場合も、「当該市町村の条例に特別の定めがある場合」に該当 
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する（通知Ⅳ5（3）②エ）。 

  

○ 避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が 

適正な情報管理を図るよう、市町村において適切な措置を講ずる 

よう努めることが求められる（法 49 条の 12）。 

＜市町村が講ずる措置例＞ 

・避難行動要支援者名簿には避難行動要支援者の氏名や住所、連

絡先、要介護状態区分や障害支援区分等の避難支援を必要とす

る理由等、秘匿性の高い個人情報も含まれるため、避難行動要

支援者名簿は、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支

援等関係者に限り提供すること 

・市町村内の一地区の自主防災組織に対して市内全体の避難行動

要支援者名簿を提供しないなど、避難行動要支援者に関する個

人情報が無用に共有、利用されないよう指導すること 

・災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課

せられていることを十分に説明すること 

・施錠可能な場所への避難行動要支援者名簿の保管を行うよう指

導すること 

・受け取った避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう

指導すること 

・避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合

には、その団体内部で避難行動要支援者名簿を取扱う者を限定

するよう指導すること 

・名簿情報の取扱状況を報告させること 

・避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取扱いに関

する研修を開催すること 

  

22



避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
（例
１
）

（障
害
、
要
介
護
、
難
病
、
療
育
）

の
種
別

障
害
等
級
、
要
介
護
状

態
区
分
、
療
育
判
定
等

住
所
又
は
居
所

電
話
番
号

そ
の
他
の
連
絡
先

避
難
支
援
等
を
必
要
と
す
る
事
由

そ
の
他

番
号

氏
名

生
年
月
日

性
別

郵
便
番
号

23



同意を得るための様式例（例２） 

 

フリガナ  

氏 名     

生年月日  性別 男  ・  女 

住 所 
 

 

避難支援等を必

要とする事由 

□介護保険の認定を受けている  要介護状態区分：  

□手帳所持           障害名：（         ）等級： 

□その他 

【特記事項】 

 

 

電話番号  ＦＡＸ番号  

携帯電話番号  メールアドレス  

※同意いただいた場合、     の欄に障害名等を記載し、避難支援等関係者に提供します 

 

避難行動要支援者は，避難支援者への情報提供に同意することにより、避難支援者（地域等）か

ら災害発生時における避難行動の際の支援を受ける可能性が高まりますが、避難支援者自身や家族

などの安全が前提のため、同意によって、災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証する

ものではなく、また、避難支援者は、法的な責任や義務を負うものではありません。 

 

上記の内容を理解し、避難の支援、安否の確認、その他の生命又は身体を災害から保護をうける

ために、上記内容（氏名、生年月日、性別、住所、障害種別等の内容、連絡先等）及び障害名や病

名等を、○○市防災計画に定める避難支援等関係者に提供することに、 

 

□ 同意します  

□ 趣旨を十分理解した上で、同意しません 

□ 同意するかしないかを判断するために、市町村からの詳細な説明を 

求めます 

平成△△年□月◇◇日 氏名              

※同意の意思について、変更の申出がない限り自動継続とします。 

※避難行動要支援者情報を作成するため、避難支援等関係者が訪問調査を行いますので、その際は

御協力ください。 
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第３ 発災時等における避難行動要支援者名簿の活用 

 
発災時における避難行動要支援者名簿の活用に当たって留意すべき事

項は、以下のとおりである。 

 

１ 避難のための情報伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）避難準備情報等の発令・伝達 

○ 市町村は、自然災害発生時に避難行動要支援者が円滑かつ安

全に避難を行うことができるよう「避難勧告等の判断・伝達マ

ニュアル」を参考に、避難準備情報、避難勧告、避難指示の発

令等の判断基準（具体的な考え方）を地域防災計画に定めた上

で、災害時において適時適切に発令すること。 

 

○ 避難準備情報として発令される、「自主避難の呼び掛け」「避

難注意情報」等の情報は、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な

避難に当たって重要な情報である。避難行動要支援者の中には

改正災対法第五十六条第一項 

 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通

知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、

法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知

を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報若し

くは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある

公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があ

ると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に

対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための

立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすること

ができる。 

改正災対法第五十六条第二項 

 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつ

ては、要配慮者が第六十条第一項の規定による避難のための立退きの

勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行うこと

ができるよう特に配慮しなければならない。 

25



 

 

避難等に必要な情報を入手できれば、自ら避難行動をとること

が可能な者もいる。 

そのため、避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿を活用

して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進できるよ

う、その発令及び伝達に当たっては、 

・高齢者や障害者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などに

より、一人一人に的確に伝わるようにすること 

・同じ障害であっても、必要とする情報伝達の方法等は異なる

ことに留意すること 

・高齢者や障害者に合った、必要な情報を選んで流すこと 

など、その情報伝達について、特に配慮すること。 

 

（２）多様な手段の活用による情報伝達 

自然災害発生時、特に地震に伴い発生する津波の発生時におい

ては、緊急かつ着実な避難指示が伝達されるよう、各種情報伝達

の特徴を踏まえ、防災行政無線（戸別受信機）や広報車による情

報伝達に加え、携帯端末等を活用し、緊急速報メールを活用する

など、複数の手段を有機的に組み合わせること。 

また、避難行動要支援者の中には、避難行動に必要な情報を入

手できれば、自力で避難行動をとることができる者もいる。多様

な情報伝達の手段を用いることは、避難支援等関係者の負担を軽

減することにもつながることから、市町村においては、多様な情

報伝達の手段を確保すること。 

さらに、避難行動要支援者自身が情報を取得できるよう、日常

的に生活を支援する機器等への災害情報の伝達も活用するなど、

多様な手段を活用して情報伝達を行うこと。 

＜情報伝達の例＞ 

聴覚障害者：FAX による災害情報配信 

聴覚障害者用情報受信装置 

視覚障害者：受信メールを読み上げる携帯電話 

肢体不自由者：フリーハンド用機器を備えた携帯電話 

そ の 他：メーリングリスト等による送信 

字幕放送・解説放送（副音声や 2 ヵ国語放送な 

ど 2以上の音声を使用している放送番組：音声 

多重放送）・手話放送 

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス） 等のインターネットを通じた情報提供 
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２ 避難行動要支援者の避難支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）避難支援等関係者等の対応原則 

避難支援等関係者は、平常時から名簿情報を避難支援等関係者

に提供することに同意した避難行動要支援者の避難支援について

改正災対法第五十条第二項 

  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長そ

の他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規

定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画

の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十

分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。 
 

改正災対法第四十九条の十一第一項 

 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定

により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報

（以下「名簿情報」という。）を、その保有に当たつて特定された利

用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

改正災対法第四十九条の十一第二項 

市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度 

で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、

民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社

会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百九条第一項に規定する

市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携

わる関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、

名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の

定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該

名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同  

じ。）の同意が得られない場合は、この限りでない。 

改正災対法第四十九条の十一第三項 

  市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に

必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難

支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。

この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を

得ることを要しない。 

27



 

 

は、名簿情報に基づいて避難支援を行うこと。 

また、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の

安全を守ることが大前提である。そのため、市町村等は、避難支

援等関係者等が、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲

で避難支援等を行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分

に配慮すること（法 50 条第 2 項）。 

 

（２）避難支援等関係者等の安全確保の措置 

地域において、避難の必要性や避難行動要支援者名簿の意義、

あり方を説明するとともに、地域で避難支援等関係者等の安全確

保の措置を決めておくこと。 

避難支援は避難しようとする人を支援するものであり、避難す

ることについての避難行動要支援者の理解は、平常時に避難行動

要支援者名簿の提供に係る同意を得る段階で得ておくこと。 

避難支援等関係者等の安全確保の措置を決めるに当たっては、

避難行動要支援者や避難支援等関係者等を含めた地域住民全体で

話し合って、ルールを決め、計画を作り、周知することが適切で

ある。その上で、一人一人の避難行動要支援者に避難行動要支援

者名簿制度の活用や意義等について理解してもらうことと合わせ

て、避難支援等関係者等は全力で助けようとするが、助けられな

い可能性もあることを理解してもらうこと。 

 

（３）名簿情報の提供を受けた者に係る守秘義務の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

名簿情報の提供を受けた者が、災害発生時に、避難行動要支援

者の避難支援等に必要な応援を得るため緊急に名簿情報を近隣住

民等に知らせるような場合は、「正当な理由」に該当すると考え

られるため、改正災対法における守秘義務違反には当たらない。 

なお、避難支援等の応援を得ることを目的とした場合であって

改正災対法第四十九条の十三 

第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の

提供を受けた者（その者が法人である場合にあつては、その役員）若

しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施

に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名

簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 
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も、災害が現に発生していない平常時から他者に名簿情報を提供

することは、「正当な理由」に該当しない（通知Ⅳ5（5）①）。 

 

（４）避難行動要支援者名簿の平常時からの提供に不同意であった

者への避難支援 

 

① 不同意者を含む避難行動要支援者名簿の提供 

現に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合にお

いて、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必

要があるときは、その同意の有無に関わらず、避難支援等の実施

に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に名簿情報を提供

できる（法 49 条の 11 第 3 項）。 

そのため、市町村は、避難支援等関係者その他の者に対し、特

に避難の時間的余裕がある風水害等のリードタイムのある災害

においては、避難支援等関係者その他の者への情報提供に同意し

ていない者についても、可能な範囲で支援を行うよう協力を求め

ることができることとなっている。 

ただし、発災時等であれば無条件に認められるものではなく、

例えば、大雨で河川が氾濫するおそれがある場合に、浸水する可

能性がない地区に居住する同意のない避難行動要支援者の名簿

情報まで一律に提供することは適切ではない。そのため、市町村

は予想される災害種別や規模、予想被災地域の地理的条件や過去

の災害経験等を総合的に勘案し、同意のない避難行動要支援者名

簿の情報を提供することが適切かを判断するよう留意すること

（通知Ⅳ5（3）③イ）。 

 

② 不同意者を含む避難行動要支援者名簿の提供先 

自衛隊の部隊や他の都道府県警察からの応援部隊など、他地域

から避難支援等の支援が受けられる場合は、それらの者にも名簿

情報を提供することができる（通知Ⅳ5（3）③ア）。また、平

常時から民間企業等とも協定を結ぶなど、あらかじめ関係者と連

携して避難支援に取り組むこと。 

 

③ 不同意者を含む避難行動要支援者名簿の情報漏えいの防止 

発災時に、本人の同意の有無に関わらず、緊急に名簿情報を提
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供する場合、あらかじめ地域防災計画において定められた避難

支援等関係者のみならず、平常時から名簿情報を保有していな

い者に対しても名簿情報を提供することが考えられる。そのた

め、これらの者が適正な情報管理を図るよう、第２－４で記載

した市町村が講ずる措置例の他、名簿情報の廃棄・返却等、情

報漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう努めることが

求められる（法 49 条の 12）。 

 

 

３ 避難行動要支援者の安否確認の実施 

 

○ 安否確認を行う際に、避難行動要支援者名簿を有効に活用する

こと。 

 

○ 自宅に被害がなく、避難行動要支援者が無事であっても、介護 

者や保護者が外出先で被災し、行方不明となり、支援者がいなく 

なること、また、介護者自身も負傷や高齢、障害により発災時は 

支援が必要となることも想定される。そういった状況やライフラ 

インの供給が止まるなどした場合、せっかく助かった避難行動要 

支援者であっても、その後の自力生存が困難となり、その命まで 

も失われかねない。 

そのため、安否未確認の避難行動要支援者がいる場合には、市 

町村は、避難行動要支援者名簿を活用し、在宅避難者等の安否確 

認を進めること。 

また、安否確認を行ったが、応答がない場合には、現地に最寄

りの避難所から人を派遣するなどにより状況を把握するなどし

て、避難所への移動等の必要な支援を行い、救える命が失われな

いように必要な対応をすること。 

  

○ 安否確認を外部に委託する場合には、避難行動要支援者名簿が

悪用されないよう適切な情報管理を図るために必要な措置を講じ

るよう努めることが求められる（法 49 条の 12）。そのため、適切

に安否確認がなされると考えうる福祉事業者、障害者団体、民間

の企業や団体等と災害発生前に協定を結んでおくことが適切であ

る。 
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また、近年の災害においては、ケアマネジャー等の福祉サービス

提供者が中心となって献身的に担当利用者の安否、居住環境等を確

認し、ケアプランの変更、緊急入所等の対応を行うなど重要な役割

を担っているところもみられる。市町村の防災関係部局、福祉関係

部局及び保健関係部局は、福祉サービス提供者との連絡を密に取

り、積極的に連携していくことも有効な方策の一つである。 

 

○ 避難行動要支援者に該当しない者であっても、発災または発災の

おそれがあるときに、地域の高齢者や障害者等を対象とした見守り

のための名簿等を別途作成・活用し、安否確認を行うことが考えら

える。 

また、福祉事業者や障害者団体等と、避難行動要支援者に該当し 

ない者の安否確認を行うための協力体制等について、あらかじめ 

協定を結んでおき、それら団体等と連携し、発災後の安否確認を行

うことも有効な方策の一つである。 

 

 

４ 避難場所以降の避難行動要支援者への対応 

 

発災時に助かった避難行動要支援者の命が、その後の避難生活にお

いて配慮が足りなかったために失われるといったことがないように

留意する必要がある。そのため、地域の実情や特性を踏まえつつ、以

下の事項を参考としながら、避難後の避難行動要支援者の支援を行う

必要がある。 

 

（１）避難行動要支援者の引継ぎ 

避難行動要支援者及び名簿情報が避難場所等において、避難支

援等関係者から避難場所等の責任者に引き継がれるよう、その方

法等について、あらかじめ地域防災計画又は全体計画に規定し、

避難行動要支援者の引継ぎを行うことが適切である。 

その際、名簿情報を避難所生活後の生活支援に活用できるよう

引継ぐことが適切である。 
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（２）避難行動要支援者の避難場所から避難所への運送 

    避難行動要支援者を速やかに避難場所から避難所へ運送でき

るよう、あらかじめ運送事業者と避難行動要支援者の運送につい

て協定を結び全体計画に規定することが適切である。 

発災後は、避難行動要支援者の運送の責任者となった者が中心 

となってあらかじめ定めた全体計画に基づき、避難場所から避難 

行動要支援者を運送することが適切である。  
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さらなる避難行動支援のために 

取り組むべき事項 
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第４ 個別計画の策定 

 

災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、全体計画に加え、

避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平常時から、個別計画の策定

を進めることが適切である。その際には、地域の特性や実情を踏まえつ

つ、名簿情報に基づき、市町村が個別に避難行動要支援者と具体的な打

合せを行いながら、個別計画を策定することが望まれる。 

個別計画の策定にあたって、以下の事項を参考とし、必要な対応をと

られたい。 

 

１ 避難支援等関係者と連携した個別計画の策定 

市町村は、民生委員や社会福祉協議会、自主防災組織や自治会、

福祉事業者等に、避難行動要支援者と避難支援等関係者の打合せの

調整、避難支援等関係者間の役割分担の調整等を行うコーディネー

ターとしての協力を得て、それらの者と連携しつつ、一人一人の個

別計画の作成内容や進捗状況、フォローアップ状況等を把握し、実

効性のある避難支援等がなされるよう、個別計画の策定を進めてい

くこと。 

また、平常時から避難行動要支援者と避難支援等関係者が、避難

支援等の具体的な支援方法について入念に打合せるよう、避難支援

等関係者に協力を求めること。 

 

 

２ 具体的な支援方法に関する調整 

市町村やコーディネーターとなる民生委員や社会福祉協議会、自

主防災組織・自治会、福祉事業者等を中心に、避難行動要支援者を

個別に訪問し、本人と具体的な避難支援等の方法について打合せ、

市町村や避難支援等関係者間で避難支援等に必要な情報を共有でき

るよう、避難行動要支援者名簿に記載されている情報に加え、下記

の情報等を記録すること。【例 3(P37)参照】 

＜具体的な支援方法例＞ 

・発災時に避難支援を行う者 

・避難支援を行うに当たっての留意点 

・避難支援の方法や避難場所、避難経路 
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・本人が不在で連絡が取れない時の対応           等 

 

３ 避難行動要支援者と避難支援等関係者のマッチング 

避難行動要支援者と避難支援等関係者のマッチングを行うため、

具体的に、どの避難支援等関係者がどの避難行動要支援者を対応す

るかについては、地域の実情を踏まえつつ、市町村又は市町村から

避難行動要支援者名簿の提供を受けた避難支援等関係者のうち、コ

ーディネーターとなる者がその調整を行うことが適切である。 

その際、避難支援等の実効性を高める観点から、 

・一人一人の避難行動要支援者について、できる限り複数の避難支

援等関係者が相互に補完し合いながら避難支援に当たること 

・一人の避難支援等関係者に役割が集中しないよう、避難支援等関

係者となる者の年齢や特性を配慮しつつ適切な役割分担を行う

こと 

 

 

４ 避難行動要支援者の個人情報に対する配慮 

市町村は、避難支援等関係者が必要以上に避難行動要支援者の個

人情報を要求し、避難行動要支援者の利益を損なわれることがない

ように、避難支援等関係者に説明すること。 
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第５ 避難行動支援に係る共助力の向上 

 

発災時に円滑かつ迅速に避難支援等を実施するためには、平常時から

住民同士の顔の見える関係を作るなど、地域の防災力を高めておくこと

が必要である。そのため、地域の特性や実情を踏まえつつ、以下の事項

について、防災や福祉、保健、医療等の各分野間の関係者や機関同士が

連携して取り組むことが適切である。 

また、被災市町村のみでは対応が困難な状況となることも予想される

ことから、広域的な応援が受けられるよう、事前に協定を結ぶなど連携

体制を整備しておくことも適切である。 

 

１ 避難行動支援者連絡会議（仮称）の設置 

（１）構成 

市町村においては、避難行動要支援者の支援業務を的確に実施

するため、避難行動支援者連絡会議（仮称）の構成に当たっては、

防災部局及び福祉部局が中心となり、保健関係部局、地域づくり

担当部局等も参加した横断的な組織で構成することが適切であ

る。 

また、避難支援体制の整備に関する取組を進めていくに当たっ

ては、必要に応じ避難支援等関係者の参加を得ながら進めていく

ことが適切である。 

 

（２）検討事項 

発災時から避難生活まで組織的な避難行動要支援者対策ができ

るよう、全体計画及び地域防災計画に盛り込む事項の検討や、そ

れに沿った役割分担を検討し、平常時から決定しておくことが適

切である。 

 

 

２ 要配慮者及び避難支援等関係者を対象とした研修等の実施 

（１）要配慮者への研修等 

高齢者、障害者自身が避難について考え、発災時又は発災のお

それが生じた場合、自らの身を守るための主体的な行動をとるこ

とができるよう、研修等を通じて促しておくことが適切である。 
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＜例＞ 

・避難行動要支援者名簿への積極的な登録 

・障害者団体や福祉関係者等との関係作り 

・家具固定等の室内安全化や備蓄などの備え 

・地域の防災訓練等への参加 

・発災時に支援を期待できる連絡先（人・場所）を３ヵ所 

程度決める                    等 

 

（２）避難支援等関係者の研修 

地域の防災力の質を高めるため、避難支援等関係者自らの生命

及び安全を守りつつ、避難行動要支援者の命を守ることに協力し

てもらえる人材を育成することが適切である。 

＜例＞ 

・自主防災組織や自治会等の防災関係者に対する、要介護高齢

者や障害者等との関わり方などの福祉や保健に関する研修 

・地域の会合等における、避難行動要支援者名簿の意義やその

活用について普及・啓発するための防災に関する研修  

・個人情報の漏えいを防止するための研修 

 

 

３ 避難行動支援に係る地域づくり 

住民相互の助け合いを促し、避難支援等の体制を構築するために、 

 平常時から地域づくりを進めておくことが重要である。このため、   

市町村や自主防災組織・自治会等は、避難行動要支援者も含め、普 

段から住民同士が顔の見える関係を構築することを促し、避難支援 

等関係者を拡大するための取組を行っていくことが適切である。 

その際、防災に直接関係する取組だけでなく、日常の様々な事業 

の中で避難行動要支援者が地域社会で孤立することを防ぎ、避難行

動要支援者自身が地域にとけ込んでいくことができる環境づくりに

努めること、また、地域おこしのための様々な事業やボランティア

との連携を検討することが考えられる。 

＜地域づくり例＞ 

・地域行事への避難行動要支援者等の参加の呼びかけ 

・避難行動要支援者等への日頃からの声かけや見守り活動  等 
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４ 民間団体等との連携 

    災害が発生し、又は発生するおそれが生じた場合においては、避

難行動要支援者の生命又は身体を保護するために、名簿情報を避難

支援等関係者に提供することを同意していない避難行動要支援者の

名簿情報を、避難支援等関係者その他の者に提供できるとしている。 

このような場合においては、名簿情報の提供先となる避難支援等

関係者その他の者として、ボランティア団体、障害者団体、民間の

企業等の力を借りることも有効な方策の一つであることから、地域

の民間団体等と連携を図るよう、あらかじめ名簿情報の提供につい

て協定を結ぶなど、必要な連携を図ることが適切である。 

 

 

５ 防災訓練 

○ 防災訓練等を実施するに当たっては、避難行動要支援者と避難支

援等関係者の両者の参加を求め、情報伝達、避難支援等について実

際に機能するか点検しておくことが適切である。 

 

○ 避難行動要支援者名簿を活用したり、障害者団体等と連携したり 

するなどして、企画段階から避難行動要支援者の防災訓練への参加

の機会を拡充することが適切である。 

また、避難行動要支援者が訓練に参加することは、各参加者が、

例えば車いすなどへの対応を実際に経験することにより、避難行動

要支援者について理解する観点からも重要である。 

さらに、避難行動要支援者も参加した防災訓練を実施する際、 

発災時に避難行動要支援者が円滑に避難できるよう、防災に関する

パンフレット等を点字訳や拡大文字、音声等でも提供すること、分

かりやすい内容で作成することなど、避難行動要支援者一人一人の

防災意識を高めることが適切である。 

 

○ 市町村は、考えうる様々な災害や被害を想定し、避難行動要支援

者への確実な情報伝達や物資の提供等の実施方法等に関する訓練

を、民生委員や消防団、自主防災組織、自治会、福祉事業者、ボラ

ンティアや地域企業の従業員等の様々な分野の関係機関・者の参加

を得ながら実施することが適切である。 
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＜訓練例＞ 

・避難準備情報等の発令や伝達 

・避難場所への避難行動支援 

・避難行動要支援者名簿の平常時からの避難支援等関係者への提

供に不同意であった者への支援の開始 

・発災直後の安否確認 

・避難場所から避難所等への運送             等 
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